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資料 ３ 

                              

 日本環境安全事業(株) 

 

 

ＰＣＢ廃棄物処理施設の試運転について 

 

１ 試運転の目的 

（１） 弊社がＰＣＢ廃棄物処理施設（以下「施設」という。）の施工者である北九州 

ＰＣＢ廃棄物施設（第１期）異工種建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。） 

から施設引渡しを受けるための性能確認。 

（２） 北九州市から処理業の許可を得るために必要なデータの取得。 

（３） 施設運転会社（北九州環境プラントサービス(株)）に対する運転教育、指導。 

 

２ 試運転の内容 

  試運転は弊社の管理・監督の下、ＪＶが実施しております。具体的にはＪＶが 

  試運転計画を作成し、弊社がこれを承認したものでありますが、その主な内容 

  は以下のとおりです。 

（１） 総合調整運転（６月中） 

   各設備機器が健全に機能することの確認。 

（２） 非ＰＣＢ廃棄物使用運転（７月中） 

   非ＰＣＢ廃棄物（絶縁油等）を用いて、実際のＰＣＢ廃棄物を処理する運転 

   条件でプラント全体が健全に機能することの確認。 

   同時に、異常時に設備が安全・確実に緊急停止できること並びに再起動で 

   きることの確認。 

（３） ＰＣＢ廃棄物使用運転（８～１１月中旬） 

   市内に保管されているＰＣＢ廃棄物（トランス・コンデンサ等）を用いて、実際 

と同様の運転条件で次の３つの性能の確認及び必要なデータの収集。 
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  ①処理性能 

  ・ 安全、確実な所定のＰＣＢ処理能力（0.5 ﾄﾝ／日：ＰＣＢ）の確認。 

  ・ 最終処理物が全ての基準（卒業判定基準）に適合していることの確認。 

  ②環境保全性能 

・ 排気、排水、臭気、騒音が全ての基準（管理目標値を含む）に適合している 

ことの確認。 

・ 施設内の管理区域の負圧レベル（区域内の気圧）に適合していることの確認。 

  ③作業環境性能 

  ・ 管理区域内のＰＣＢ濃度が基準に適合していることの確認。 

  ・ 解体作業従事者の保護具等が作業性に配慮されたものであることの確認。 

 

３ 試運転における緊急時対応 

  試運転期間中の緊急異常事態等が生じた際に、必要な措置を確実に講じる 

ための行動規範としてのマニュアルを作成しました。 

  なお、本マニュアルは、試運転を通じて検証し、施設操業用緊急時対応マニュ 

アルとして整備する計画です。 

 

４ 試運転期間中の監視、指導、助言 

（１） 試運転の各段階で順次得られる測定データ等の確認結果を、学識経験者 

で構成される弊社のＰＣＢ廃棄物処理事業検討委員会北九州事業部会に 

報告し、指導、助言を受けることとしています。 

（２） 北九州市には、廃棄物処理法に基づく施設の使用前検査を実施して頂き、 

上記事業部会への参画と併せて監視、指導をお願いしています。 
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北九州 PCB廃棄物処理施設（第１期）の試運転計画概要 
 

 

 

 北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１期）の試運転計画を以下のとおり報告します。 

 

 

１． 試運転の目的及び趣旨 

（１）試運転は、当社が北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１期）異工種建設工事共同企業

体（以下「ＪＶ」といいます。）に設計・施工を発注した北九州 PCB 廃棄物処理施

設（第１期）（以下「第１期施設」といいます。）が発注仕様書等の契約書類に定め

た保証性能を発揮できるものとなっているか否かを確認するために必要な工程です。 

（２）試運転は、当社が承認したＪＶの試運転計画によって行われ、ＪＶから提出された

試運転に係る情報（環境保全性能に関するデータを含む。）について、当社が「ＰＣ

Ｂ廃棄物処理事業検討委員会北九州事業部会」（以下「事業部会」といいます。）に

諮り、当社が発注したとおりの健全に機能する施設となっているか否か、試運転中

に確認すべき性能確認が行われているか否か、また所期の性能が発揮できているか

否かを検証、検討しながら実施します。 

（３）上記（２）の「所期の性能」の中には、法令の規制や協定に対する適合性も含みま

す。 

（４）従って、北九州市に申請中の廃棄物処理法に基づく施設設置許可手続きの最終段階

として行われる使用前検査に必要なデータを北九州市にご提供できるような試運転

計画と致しております。 

（５）また、第１期施設について、その良好な試運転結果が得られていることが確認され、

所定の検収手続きを経て引き渡しを受けてから当社が行う操業運転においては、当

社の管理の下で施設運転作業を他社に委託して行いますので、その会社の運転作業

員等の教育訓練も試運転を通じて行うこととしています。 

 

２． 試運転実施体制 

（１）試運転作業は、当社北九州事業所の総括、監督、管理のもとでＪＶが行います。 

（２）試運転期間中の北九州事業所の体制、ＪＶの体制及びＪＶから施設の運転作業方法

を訓練される会社の体制は別紙 1 に示します。 
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３． 試運転スケジュール 

 

   試運転は、総合調整運転、非ＰＣＢ廃棄物負荷試運転、ＰＣＢ廃棄物負荷試運転の

段階で行い、総合調整運転は６月１日より実施し、実際にＰＣＢ廃棄物を使用したＰ

ＣＢ廃棄物負荷試運転は７月下旬から実施する予定です。 

   また各段階においては、それぞれ設備の健全性や処理能力といった内容を確認する

ための試験を実施します。表１にその概要を、また別紙２に全体工程を示します。 

   

表 1 試運転の構成 

工 程 試 験 の 種 類 確 認 項 目 

総合調整運

転 
総合調整試験  各設備が健全に機能することを確認。 

予備性能試験： 

緊急停止機能試験 

異常時に設備が安全・確実に緊急停止できる

こと及び再起動できることを確認。 
非 PCB廃棄

物負荷試運

転 
予備性能試験： 

プラント全体機能確認試験Ⅰ 

模擬廃棄物を使用してプラント全体が健全に

機能することを確認。 

予備性能試験： 

プラント全体機能確認試験Ⅱ

（第１次性能確認） 

PCB廃棄物を使用してプラント全体が健全に

機能することを確認。 

前処理、液処理の性能の確認。 

卒業判定方法及び迅速分析体制の確立。 
PCB 廃棄物

負荷試運転 

引渡性能試験  

（第２次性能確認） 

代表的な PCB廃棄物を使用して、操業時のタ

イムチャートに基づいた前処理、液処理の性

能の確認。 

 

４． PCB廃棄物負荷試運転 

（１）PCB廃棄物負荷試運転によって確認する項目 

PCB廃棄物負荷試運転で確認する性能としては、「処理性能」、「環境保全性能」及び

「作業環境性能」の 3 つの性能があり、それぞれの性能について、当社が引き渡しを

受けるに足るものとなっていることが確認されなければなりません。 

「処理性能」については、ＰＣＢ廃棄物負荷試運転以前に各設備及びプラント全体が

健全に機能することが確認されていることを前提としており、そのうえで、安全・確実

に、所定のＰＣＢ廃棄物処理能力を満足する施設となっていること、卒業判定基準を満

足させられる施設となっていることなどを確認します。 

「環境保全性能」については、排気中の PCB濃度やダイオキシン類濃度が設定した

数値以下であることなどを確認します。 

「作業環境性能」については、作業環境中の PCB濃度が設定した数値以下であるこ
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となどを確認します。 

なお「処理性能」、「環境保全性能」の確認においては、廃棄物処理法と環境保全協

定上必要となる測定データを併せて取得する予定です。 

主な性能確認項目を表２に示します。 

 

（２）試運転用のＰＣＢ廃棄物の取り扱い 

   試運転に用いるＰＣＢ廃棄物は試運転における使用状況に合わせて、７月中旬頃か

ら順次保管事業者から譲渡を受け、搬入します。 

試運転に用いるＰＣＢ廃棄物については、第１期施設内での取り扱いにおいてはも

ちろん、施設への搬入においても、北九州事業所による管理のもとで、環境保全上の

支障を生じさせることなく安全、確実に行うこととし、そのことをＪＶその他の関係

者に周知徹底します。 

具体的には、第１期施設に設備した環境保全設備を適正に使用するとともに、運転

データを監視、記録、整理、保存し、必要があれば北九州市に提出します。また、搬

入作業については第１期施設の受入・検査・保管設備との連携が円滑かつ確実に行え

るように、北九州市許可業者のうちＪＶが連携しやすいとして推薦する事業者に発注

することを計画します。 

試運転で使用するＰＣＢ廃棄物は、性能確認項目を確認する上で必要となる種類、

台数とし、その種類、台数及び液処理のバッチ数は以下のとおり計画しています。た

だし、実際の試運転の進捗にあわせて変更することがあります。 

      

＜ＰＣＢ廃棄物の種類と台数＞ 

① 高圧トランス       １６台 

② 高圧コンデンサ     １１０台以上（液処理設備試運転に必要な油             

量が確保できる台数を精査中） 

③ 廃ＰＣＢ（ドラム缶）    ５本以上 

 

５． 北九州事業部会による助言等 

 

試運転の各段階に応じて順次得られる測定データ等の確認結果を事業部会に報告し、

助言等を頂くこととしています。 

今後事業部会から受ける主な助言、指導及び評価の内容は以下のとおりです。 

１） 試運転の各段階におけるその実施状況を踏まえた助言、指導 

２） 第 1 次性能試験の評価 

３） 第２次性能試験の評価 
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６． 北九州市による指導、監督等 

試運転期間中の適当な時期に、設置許可どおりの施設であることの確認（廃棄物処

理法に基づく処理施設使用前検査）を北九州市にお願いしたいと考えています。また、

事業部会での検討にもオブザーバーとして参画して頂き、ご指導をお願いしたいと考

えています。 

 

７． 情報公開 

試運転計画の内容及び性能確認の結果について情報公開を行います。 

 

８． 試運転用緊急時対応マニュアル 

   試運転によって得られる知見、経験を盛り込んで、操業開始後の緊急時対応マニュ

アルを整備いたしますが、試運転中に用いる緊急時対応マニュアルとして、緊急異常

事態が発生した場合と緊急異常事態には至らない故障等の施設異常又は天災等が発生

した場合の措置について定めます。 

 

  

以上
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表２ 性能確認試験における主な確認項目 
 確認項目 測定項目 内   容 

処理能力及び処理

対象物対応性 
処理量（台数）

及び時間 

・ 液処理 0.5/日に対応する PCB廃棄物（ﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻ）を前処理
できること。 
・ 0.5ｔ/日の PCBを液処理できること。 

PCB分解完了確認 
公定法と迅速分析

法との相関 
PCB 

・ PCB分解処理を完了できること。 
・ 公定法と迅速分析法との相関を確認し、迅速分析体制を確立する

こと。 

反応生成物等 
ダイオキシン類 
ヒドロキシPCB 

・ 液処理の処理済物中にダイオキシン類、ヒドロキシ塩素化ビフェ

ニルが問題となるレベルで含まれないこと。 

処

理

性

能 

卒業判定及び判定

方法並びに公定法

と迅速分析法との

相関 

PCB 

・ すべての処理済物が PCBの卒業判定基準を満足していること。 
・ 処理済物の種類に応じた適切な判定試験方法とサンプリング方

法を確認すること。 
・ 迅速分析を用いる場合には公定法と迅速分析法との相関を確認

し、迅速分析体制を確立すること。 

PCB 

・ セーフティネットの活性炭入口にて 0.1mg／Nm3以下及び各排

出口（７箇所）にて維持管理値 0.1mg／Nm3以下（管理目標値

0.01mg／Nm3以下）であること。 

ダイオキシン類 ・ 各排出口（７箇所）にて 0.1ng－TEQ／Nm3以下であること。 
排気 

ベンゼン 
・ 液処理及び真空過熱分離装置からの排出口（３箇所）において

50mg／Nm3以下であること。 

排水 PCB 
・ 処理水ピット及び下水放流枡において維持管理値 0.003mg／L
以下（管理目標値 0.0005mg／L以下）であること。 

臭気 
アセトアルデヒド 

トルエン 
キシレン 

・ 敷地境界（風上、風下）及び真空加熱分離装置の排出口（１箇所）

において次の数値以下であること。 
アセトアルデヒド 0.05ppm以下 
トルエン 10ppm以下 
キシレン 1ppm以下 

騒音 騒音 
・ 敷地境界において次の数値以下であること。 
午後１１時～翌日午前６時 65dB(A)以下 
その他時間帯       70dB(A)以下 

環

境

保

全

性

能 

管理区域の負圧レ

ベル 
差圧 

・ 管理区域の負圧レベルが概ね以下の数値であること。 
レベル３：約－7mmAQ 
レベル２：約－4mmAQ 
レベル１：約－2mmAQ 

PCB ・ 作業環境基準値（0.1mg/Nm3）以下であること。 

ダイオキシン類 

 

・ PCBとダイオキシン類の関係を把握するとともに、その結果を
測定方法による影響を考慮してダイオキシン類のレベルを評価

すること。 
・ 粉塵由来のダイオキシン類の影響を確認すること。 

洗浄液中PCB 
・ 洗浄溶剤中の PCB濃度が作業環境 PCB濃度基準を達成できる
レベルであること。 

作業環境 

気流（粗解体室） 
・ ｽﾓｰｸﾃｽﾄ、風速を測定し、粗解体室の気流が下降気流であり、作

業環境の保全上問題がないこと。 

作

業

環

境

性

能 

作業性等 
生理的ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

（血圧、体温、

心拍数） 

・ 作業性等の観点から、保護具が作業従事者の負担に配慮された適

切なものであること。 
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表３ 試運転時における排出源のモニタリング計画 

 

＜排出源＞ 平成１６年６月～１１月実施（試運転時) 

要 素 地  点 項 目 頻 度 管理目標値 

ＰＣＢ 毎月１回(注１ 0.01mg/m3N以下 排気出口（６ヵ所） 

換気出口（１ヵ所） ダイオキシン類 0.1ng－TEQ/m3N以下 

排 気 上記排気出口のうち 

真空加熱分離系統（１ヵ所） 

液処理系統（２ヵ所） 

ベンゼン 
期間中２回(注２ 

50mg/m3N以下 

排 水 下水排水渠（１ヵ所） ＰＣＢ 期間中２回(注２ 0.003mg/L以下 

ＰＣＢ 0.003mg/L以下 
雨 水 敷地出口（１ヵ所） 

ダイオキシン類 
期間中２回(注２ 

10pg－TEQ/L以下 

アセトアルデヒド 0.05ppm以下 

トルエン 10ppm以下 悪 臭 
敷地境界 

（風上風下２ヵ所）（注３ 
キシレン 

期間中２回(注２ 

1ppm以下 

騒 音 敷地境界（東西南北４ヵ所） 騒音レベル 期間中２回(注２ 
70dB(A) 以下 

夜間65dB(A) 以下 

(注１：試運転期間中、ＰＣＢ負荷試運転の実施する月を対象（８月～１１月毎月、計４回実施）  

(注２：第１次性能確認(9/13～9/18)、第２次性能確認(10/25～10/30)の期間に２回実施 

(注３：真空加熱分離系統の排気出口（１ヵ所）においても、試運転中に１回モニタリングを実施 

 



別紙１
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　 　電気計装設備 　　・操業課長 渡辺　和明

責任技術者 責任技術者 責任技術者 責任技術者
宮田　邦弘 寺村　政浩 古野　隆一 水ノ江　孝子
試運転責任者 試運転責任者 試運転責任者 試運転責任者
村上　克二 稲田　裕紀 大塚　哲郎 初村　繁輝

総括責任技術者補佐

計装制御総括／原　義宣

運転委託会社

総括責任技術者補佐

プロセス技術総括／山本　晶生

日本環境安全事業株式会社 北九州事務所

北九州環境ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ株式会社

櫻木　準一

異工種建設工事共同企業体（JV）



北九州PCB廃棄物処理施設（第1期）建設工事 別紙２

試運転の全体工程

＜官庁検査等＞

＜試運転主要工程＞

＜工事工程＞

＜運転指導計画＞

12月8月 9月 10月 11月5月 6月 7月

▼操業開始

▼消防完成検査（屋外貯蔵所）
5/27

▼消防完成検査（処理施設）
5/31

▼建築工事完了検査
6/2

▼自主防災訓練
7/13

事業部会 ▼
7/23

▼PCB搬入

建設工事・シーケンステスト・用役設備機器調整

総合調整運転

PCB搬入路工事

総合調整試験

非PCB廃棄物負荷試運転

緊急停止
　機能試験

プラント全体
　機能確認試験(Ⅰ)

液処理単独
　分解処理試験

液処理設備
　緊急停止機能試験

PCB廃棄物負荷試運転

（プラント全体機能確認試験(Ⅱ)）

第1次性能確認試験

▼事業部会

産業廃棄物処理施設使用前検査
（処理物サンプリング／分析）

▼検査済証交付

▼業許可申請 ▼業の許可

▼処理契約

（引渡性能試験）

第2次性能確認試験

▼処理対象物搬入

収集運搬手続き

▼事業部会

座学、DCSトレセン、現場確認 機器調整運転立会 PCB廃棄物負荷運転訓練

7/27

非PCB廃棄物負荷試運転訓練

事業部会 ▼
6/30

12/1

外構工事
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北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１期）に係る 

試運転期間緊急時対応マニュアル 

 

 

日本環境安全事業(株) 

 

１．趣旨 
 

（１） 本マニュアルには、次に掲げる内容が規定されています。 

① 北九州ＰＣＢ廃棄物処施設（第１期）（以下「第１期施設」といいます。）の試

運転期間中に「緊急異常事態」が生じた際に必要な措置が確実に講じられるよ

うにするための行動規範 

② 第１期施設の試運転期間中に、緊急異常事態に至らない施設異常等が生じた際

に講ずべき措置 

③ 試運転を通じて収集し整理される運転データ並びに運転管理業務及び運転作

業に関する知見を踏まえて、第１期施設の操業運転を安全かつ確実に行うため

の各種マニュアルの一部を成すものとして作成する予定の「施設操業用緊急時

対応マニュアル」の基礎資料 

 

（２） 本マニュアルの内容は試運転を通じて検証し、その結果必要があれば本マニュ

アルの改善を図ることがあります。また、検証結果は施設操業用緊急時対応マ

ニュアルに反映します。 

 

２．緊急異常事態が生じた場合の対応 

 

（１） 「緊急異常事態」とは、①第１期施設の建物外部にＰＣＢ液その他の油類が流

出した又は流出するおそれが生じた場合、②第１期施設の敷地内でＰＣＢ液そ

の他の油類が漏洩した場合、③地震、火災等によって第１期施設の一部が損壊

した場合、及び④第１期施設の異常によって外部の施設等他者の財産に何らか

の損害を与えるおそれが生じた場合とします。 

《備考》 

○ 緊急異常事態が生じるおそれは極めて小さいと想定しています。 

○ これは、第１期施設については、詳細な安全解析の結果を設計内容に反映

し、さらにフェイルセーフ及びセーフティネット措置を講ずるとともに、
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地震、火災、断水等の事象を想定して施設の損壊や異常な運転状況が生じ

ないようにする設計としているためです。 

○ このように発生頻度が極めて小さいことから、万一それが生じた場合の対

応内容が失念されるおそれがないようにするため、四半期ごとに、本社及

び事業所が合同で想定訓練を行います。 

 

（２） 緊急異常事態が生じた場合には、緊急連絡体制 別紙１に基づき、直ちにその情

報を北九州事業所（以下「事業所」といいます。）から日本環境安全事業(株)本

社（以下「本社」といいます。）及び北九州市に連絡するとともに、事態の内容

に応じて消防署などの防災関係機関に連絡します。また、本社は環境省に報告

します。 

 

（３） 事業所においては直ちに事業所長を長とし安全対策室長を副長とする現地対策

本部を設置して、情報の整理、集約及び解析を行うとともに、施設の設計・施

工者である北九州 PCB 廃棄物処理施設（第１期）異工種建設工事共同企業体

（以下「JV」といいます。）及び第１期施設運転作業受託会社（以下「運転会

社」といいます。）と連携・協力して、被害の拡大を抑えるための対策措置を講

じます。また、北九州市への連絡及び外部からの問い合わせに対する対応は事

業所が行います。 

 

（４） 本社においては直ちに社長を長とする連絡対策本部を設置して、現地対策本部

からの情報を収集し、整理して対策措置全体を掌理します。事業所における対

応を支援するために必要な人員を派遣し、又は外部専門家等の支援を確保でき

るように必要な措置を講じます。 

 

（５） 現地対策本部は、緊急異常事態の推移、対策の進行状況及び対策の効果発現状

況について、原則として毎時、連絡対策本部に連絡します。 

 

（６） 現地対策本部は、緊急異常事態が終息・解消したことを確認した場合は、その

旨を直ちに連絡対策本部及び市役所に連絡し、また、消防署等の関係機関に連

絡し、その後可及的速やかに経過説明書を作成します。 

 

（７） 現地対策本部は、直ちに緊急異常事態の内容、その発生の原因、講じられた措

置の内容及び再発防止方策を報告書にとりまとめ、当該報告書を連絡対策本部

に送付します。 
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（８） 事業所は、可及的速やかに、ＰＣＢ廃棄物処理事業検討委員会北九州事業部会

（以下「事業部会」といいます。）を開催し、本社、北九州市、消防署等の関係

機関及び運転会社の参加を求めて上記（７）の報告書の内容を討議、検討しま

す。 

 

（９）本社は、上記（８）の討議、検討を踏まえ、ＰＣＢ廃棄物処理事業検討委員会

の指導を受けて、日本環境安全事業(株)としての報告書を作成し、環境省、北九

州市、消防署等の関係機関に提出します。 

 

３． 緊急異常事態に至らない施設異常等が生じた場合の措置 
 
（１） 試運転期間中に、緊急異常事態に至らない施設異常等が生じた場合は、試運転

中の対応方針 別紙２に従って必要な措置を講じ、その経緯、措置の内容、措置

の効果等の情報は事業所がとりまとめて本社に送付します（北九州市には写し

を送付します。） 

 

（２） 事業所は、試運転中に開催する事業部会に上記の情報を報告し、助言、指導を

受けます。 

 

（３） 施設異常を検出した場合は次のように対応します。 

 

① 第１期施設には、運転状態の異常や機器等の故障を軽微な段階で早期に把握し、

設定された運転条件（設計温度、圧力等）の許容限界値を逸脱することを回避

し、異常事態の発生を未然に防止する設計上の対策措置が施されています。 

 

② この許容限界値には、通常の運転状態で許容される範囲の上限である通常管理

値と、通常管理値を超えて運転状態の異常が進展した場合に安全に施設停止等

の措置を講ずる指標となる運転管理限界値とがあります。 

 

③ 通常管理値を逸脱した場合は運転条件を正常に戻すための運転回復措置を講

じます。 

 

④ この措置の効果がなく、異常が進展した場合であって、万一運転管理限界値を

超えるときは、装置単位で緊急停止ができるようになっており、設備の一部又

は全部を停止します。 

 



4 

⑤ 試運転においては、このような対策が設計どおりに働くか否かを試験し、さら

に必要があれば設定した温度、圧力等の値を見直すか否かを検討した上で「施

設操業用緊急時対応マニュアル」に反映します。 

 

⑥ なお、ア）通常管理値を逸脱した運転状態になり、イ）運転条件を正常に戻す

措置の効果がなく、反応が制御不能になった場合で、ウ）自動緊急停止装置も

故障し、かつエ）手動停止もできないなどの、多重の安全措置の故障が重なっ

たときが緊急異常事態になります（その場合であっても、流出防止堤などの物

理的なセーフティーネットが働きます。）。 

 

（４） 地震等の異常現象があった場合は、事業所は、施設に何らかの異常が生じてい

ないかどうかを確認し、異常があれば対応方策をＪＶと検討し、その異常の内

容、対応方策の検討状況を速やかに本社に連絡します。 

 

（５） また、事業所は、可及的速やかに事業部会を開催し、本社、北九州市、消防署

等の関係機関及び運転会社の参加を求めて上記（４）の検討内容について討議、

検討します。 

 

（６） 本社は、上記（５）の討議、検討を踏まえ、ＰＣＢ廃棄物処理事業検討委員会

の指導を受けて、日本環境安全事業(株)としての報告書を作成し、環境省、北

九州市、消防署等の関係機関に提出します。 



１．関係各所への連絡を必要とする緊急事象は、下表のとおりとする。
２．下表に示す緊急事象の内、「地震」,「浸水」,「停電」,「断水」，「制御異常」，「設備破損」については、下記状態に至った場合に関係各所への連絡を行うものとする。
・地震　　：設備の破損等により、ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が生じた場合。
・浸水　　：施設（処理棟）内に浸水した場合。
・停電　　：ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が生じた場合。
・断水　　：ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が生じた場合。
・制御異常：自動停止システム作動後も運転条件（温度，圧力等）が安全側に移行せず、手動により施設の運転を停止した場合。
・設備破損：ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が生じた場合。

３．当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合は、関係各所に連絡し、避難，誘導等を行うものとする。

× × ×× ○ ○ ○

第7管区海上保安本部若松海上保安部　警備救難課
０９３－７６１－４９９９（１１８）

０９３－７６１－４９９９若松海上保安部 警備救難課 ○ ○ ×

別紙１北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業  試運転中の緊急連絡体制

０９３－７６１－３４２５

平成16年7月29日

関　係　機　関

日本環境安全事業㈱  北九州事業所

０９３－７５２－５３６５

若松消防署　警防課

日本曹達㈱ (試運転責任者：大塚）

×

０９３－７５２－１１１３
０９３－５８２－２２９０

○ ○

日本環境安全事業㈱  本社

０３－５７６５－１９０７

× ×

○０９３－７７１－２１５２

× × × ○

× × × ×

若松区役所 まちづくり推進課 ０９３－７６１－５３２１ ×

× × × ×北九州西労働基準監督署若松分庁舎 ０９３－７７１－２１５１ ×

× × × ○

○０９３－７７１－９９６７
若松警察署 ０９３－７７１－０１１０ × × × × × ×

○ ○ ○ ○

×

若松消防署 警防課 ０９３－７６１－４０３１ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○

○ ×

経済局農林水産部水産課 ０９３－５８２－２０８６ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ×○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

環境局環境保全部環境対策課 ０９３－５８２－２２９０ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

環境局業務部廃棄物指導課 ０９３－５８２－２１７７ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○北九州市 環境局環境産業政策室 ０９３－５８２－２６３０

港湾局西部港営事務所 ０９３－７６１－３４２５

制御異常 設備破損 人身事故　　 下段：ＦＡＸ番号

緊　　急　　事　　象

名　　　　　称 　 　上段：電話番号 地　震 浸　水 停　電 断　水 火　災 爆　発 漏　洩

連　　絡　　先

連　絡
責任者

連　絡
責任者 ０３－５７６５－１９２４

廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ部 産業廃棄物課長 （森谷）

              同     課長補佐 （山本）

【前提条件】

環　境　省

０９３－７５２－１０１１

　０９３－７６１－４０３１ （１１９）
若松警察署
　０９３－７７１－０１１０ （１１０）
北九州西労基署若松分庁舎(第１方面)
０９３－７７１－２１５１

新日本製鐵㈱
(試運転責任者：村上)

０９３－７５２－１０１１

連　絡

責任者

０９３－５８２－２６３０

０９３－７５２－１０３３
(試運転責任者：稲田)三井物産㈱

異工種建設工事共同企業体
(現場代理人：山口)

（現場事務所）
(総括責任技術者：三方)

（現場事務所）

北　九　州　市

０９３－７５２－１１１３

０９３－７６１－５３２１

（吉本）北九州事業所長

環境局 環境保全部 環境対策課長

（原口）環境局 業務部 廃棄物指導課長

０９３－５８２－２０８６

  ０９３－５８２－２１７７連　絡
責任者

（田邊）経済局 農林水産部 水産課長

（小長光）

（嘉福）

港湾局 西部港営事務所長

若松区役所 まちづくり推進課長

（薬師神）

０３－５５０１－３１５６

０３－５５０１－３１５６

（入江）環境局 環境産業政策室主幹

（倉持）事業部　建設管理課長

（木村）事業部部長

（石川）安全対策室長



別紙２

1) 施設の点検を行い、異常の有無を確認する。

万一、施設運転中に施設（処理棟）内に浸水した場合は、施設
の運転を停止すると共に、「別紙１」に従って関係各所への連
絡を行う。浸水の復旧後、施設の点検を行い、安全確認をした
後に、再開手順に従って運転を再開する。尚、復旧に当たって
は、施設（処理棟）内に侵入した水については水質分析により
安全を確認した上で排出する。

当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合は、
「別紙１」に従って関係各所に連絡し、避難，誘導等を行う。

当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合は、
「別紙１」に従って関係各所に連絡し、避難，誘導等を行う。

ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が生じた場合は、当該緊
急事象発生時の対応に準じて対応すると共に、「別紙１」に
従って関係各所への連絡を行なう。

ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が生じた場合は、当該緊
急事象発生時の対応に準じて対応すると共に、「別紙１」に
従って関係各所への連絡を行なう。

試運転時の緊急異常事態における対応方針

２０ｇａｌ（震度３相当）以上の地震が発生した場合は、以下
の手順により施設の安全を確保する。

点検の結果、施設に異常が認められた場合は、自動停止シス
テムの作動の有無に拘らず、手動により施設の運転を停止す
自動停止システムが作動して施設の運転が停止した場合は、
施設の点検を行い、安全を確認した後に、再開手順に従って
運転を再開する。

2)

3)

設備の破損等により、ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が
生じた場合は、当該緊急事象発生時の対応に準じて対応すると
共に、「別紙１」に従って関係各所への連絡を行なう。

想定する事象

・ ・

・ ・

・

台風，豪雨等により、施設（処理棟）内に浸水する恐れが生じ
た場合は、浸水防止対策を講じると共に、安全に停止出来る内
に施設の運転を停止する。

停電復旧後、施設の点検を行い、安全確認をした後に、再開手順に
従って運転を再開する。

非常用発電機により電圧が確保された後に、保安用に必要な機器類
を起動し、施設の運転を安全に停止する。

・

緊急異常事態に至らない施設異常等が生じた場合の措置 緊急異常事態が生じた場合の対応

地震
《設備対応状況》
・６０ｇａｌ（震度４相
当）以上の地震が発生し
た場合は、施設の自動停
止システムが作動し、施
設の運転を停止する。

当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合は、
「別紙１」に従って関係各所に連絡し、避難，誘導等を行う。

浸水

・

施設内に確保している水を使用して、施設の運転を安全に停止する。

停電
《設備対応状況》
・停電時には、施設の自
動停止システムが作動
し、施設の運転を停止す
る。　　　　　又、非常
用発電機が自動起動し、
施設の運転を停止するた
めに必要な電力を確保す
る。
断水
《設備対応状況》
・断水等により施設の運
転に必要な用水の確保が
困難になった場合に備え
て、施設の運転を安全に
停止するために必要な水
を常時施設内に確保して
いる。

・

・

・

・

給水再開後、施設の点検を行い、安全確認をした後に、再開手順に
従って運転を再開する。

・

・



想定する事象 緊急異常事態に至らない施設異常等が生じた場合の措置 緊急異常事態が生じた場合の対応

・ ・

・
2) 施設の点検を行い、安全を確認する。
3) 再開手順に従って運転を再開する。

2) 施設の点検を行い、安全を確認する。
3) 再開手順に従って運転を再開する。

・直ちに施設の運転を停止し、「別紙１」に従って関係各所への
連絡を行うと共に、作業従事者の安全を最優先にしつつ、自ら
による応急対策の可能性を見極め、適切な措置を講じる。

・ＰＣＢの漏洩防止のための回収作業，設備の応急復旧等に動員
が必要な場合は、予め定めた緊急時の動員体制及び作業手順に
従って対応する。

直ちに施設の運転を停止し、「別紙１」に従って関係各所への
連絡を行うと共に、作業従事者の安全を最優先にしつつ、自家
消火等の自らによる応急対策の可能性を見極め、適切な措置を

ＰＣＢ,その他危険物の漏洩防止のための回収作業,設備の応急
復旧等に動員が必要な場合は、予め定めた緊急時の動員体制及
び作業手順に従って対応する。

当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合は、
「別紙１」に従って関係各所に連絡し、避難，誘導等を行う。

設備の破損

制御異常
《設備対応状況》
・運転条件（温度，圧力
等）が予め設定した範囲
を逸脱した場合は、施設
の自動停止システムが作
動し、施設の運転を停止
する。

火災

爆発
ＰＣＢその他の油類の
漏洩

《通報の対象としない漏
油》
・オイルパン上での漏
油、整備・点検時の油滴
下等、管理状態での漏
洩・漏油は報告・通報の
対象とはしない。

緊急異常事態に準じて対応する。
緊急異常事態に準じて対応する。

緊急異常事態に準じて対応する。 ・

・

・

・

当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合は、
「別紙１」に従って関係各所に連絡し、避難，誘導等を行う。

・

1) 運転条件が安全側に移行しなかった原因を調査（自動停止
システムの作動状況調査を含む。）し、必要に応じて自動
停止システム，運転条件設定，運転手順書の見直しを行

ＰＣＢ，その他危険物の流出等の被害が発生した場合は、直ち
に施設の運転を停止し、「別紙１」に従って関係各所への連絡
を行うと共に、作業従事者の安全を最優先にしつつ、自らによ
る応急対策の可能性を見極め、適切な措置を講じる。

ＰＣＢ，その他危険物の漏洩防止のための回収作業，設備の応
急復旧等に動員が必要な場合は、予め定めた緊急時の動員体制
及び作業手順に従って対応する。

・

・

・

手動により施設の運転を停止した場合は、以下の手順により施
設の安全を確保した上で、施設の運転を再開する。

自動停止システム作動後も運転条件が安全側に移行しない場合
は、手動により施設の運転を停止すると共に、「別紙１」に
従って関係各所への連絡を行う。

火災発生時の対応に準じて対応する。

自動停止システムが作動して施設の運転を停止した場合は、以
下の手順により施設の安全を確保する。

・

・

当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合は、
「別紙１」に従って関係各所に連絡し、避難，誘導等を行う。

設備の破損状況を確認し、必要に応じて当該設備の運転を停止
する。
・

運転条件が予め設定した範囲を逸脱した原因を調査し、必要
に応じて運転手順書の見直し（運転条件の見直しを含む。）
1)

・


